
宿泊約款 ホテル宿泊型産後ケアサービス「milieu」特約 

 
第 1 条 適⽤範囲 
1. 当ホテルの宿泊約款第 1 条第 2 項に基づき、ホテル宿泊型産後ケアサービス

「milieu」（以下、本サービスという）を利⽤する宿泊客は、当ホテルの宿泊約款（以
下、宿泊約款という）に定める事項に加えて、ホテル宿泊型産後ケアサービス
「milieu」特約（以下、本特約という）に応じるものとします。 

 
第 2 条 宿泊契約の申込み 
1. 本サービスを利⽤する宿泊客は、宿泊約款第 2 条第 1 項で定める事項に加えて、「宿

泊客の⾝体的・精神的な健康状態」「宿泊客の既往歴」「お⼦様の出⽣⽇」を当ホテル
に申し出ていただきます。 

 
第 3 条 宿泊契約の成⽴等 
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約は、当ホテルに加えて本サービスの提供

主体である株式会社ロイヤルポルテ及び株式会社ロイヤルネクサス（以下、本サービ
スの提供者という）が前条および宿泊約款第 2 条第 2 項の申し込みを承諾したときに
成⽴するものとします。ただし、当ホテルおよび本サービスの提供者が承諾をしなか
ったことを証明したときは、このかぎりではありません。 

 
第 4 条 宿泊契約締結の拒否 
1. 当ホテルおよび本サービスの提供者は、宿泊客が宿泊約款第 5 条で定める事項に加え

て、本特約第 2 条で定める事項を正しく申し出をしていただけない場合において、宿
泊契約の締結に応じないことがあります。 

 
第５条 宿泊客の契約解除権 
1. 当ホテルおよび本サービスの提供者は、宿泊約款第 6 条で定める事項に加えて、本サ

ービスに限っては、本特約別表第 2 に掲げるところにより、違約⾦を申し受けるもの
とします。 

 
第６条 当ホテルの契約解除権 
1. 当ホテルおよび本サービスの提供者は、宿泊約款第 7 条で定める事項に加えて、本特

約第 2 条の申し出事項に虚偽があると明らかに認められた場合は宿泊契約を解除する
ことがあります。 

 



別表第 1 宿泊料⾦の内訳等（本特約第 2 条第 1 項及び宿泊約款第 13 条第 1 項関係） 
 内容 

宿
泊
客
が
⽀
払
う
べ
き
総
額 

宿泊料⾦ 
①基本室料（室料） 
②サービス料 

追加料⾦ ③追加飲⾷ 

その他料⾦ 
④マッサージ等宿泊に付随する代⾦ 
⑤本サービス料⾦ 
⑥税⾦ 

 
別表第 2 本サービスの違約⾦（本特約第 5 条関係） 

 
不泊 当⽇ 14 ⽇前 15 ⽇前 30 ⽇前 

⼀般 100％ 100％ 100％ 50％ 50％ 
 
（注）１．%は本サービス料⾦に対する違約⾦の⽐率です。 
   ２．契約⽇数が短縮した場合は、短縮⽇数×違約⾦として算出した違約⾦を収受し 

ます。 
 


